
⽂書の分類・保存期間の基準について（現⾏）
（公安委員会・警察本部⻑を除く）

１ 現⾏規定について

文書の分類・
保存期間の基準

・・・文書規程別表第４

文書分類表

２ 課題について

 文書規程別表第４では、文書の類型及び保存期間を選択する
基準が明確でない。

 文書規程別表第４と文書分類表との関連付けをしていない。
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資料１－１



「⽂書の分類・保存期間の基準」の⾒直しについて（案）
〜統⼀的⽅向性〜

⾒直しの⽅向性について

文書の分類・保存期間の基準

 各実施機関の公文書管理規程で規定（別表形式）

 文書の類型を４階層に分類

 文書の類型が決まると保存期間が決まる仕組みになるよう、
公文書管理規程で定める保存期間基準表の記載だけでなく、
所属ごとに作成する文書分類表と組み合わせて文書類型を具
体化

文書分類表

 現行の所属による分類（第１・第２分類）は文書分類から外
し、所属情報として別に管理

 ３階層に分類（大分類、中分類、小分類（公文書ファイル
名））

 大分類・中分類は、原則として公文書管理規程で定める保存
期間基準表を用いて分類

 公文書ファイル等が統一的な基準に基づいて整理・保存され
るよう、各所属の文書分類表の作成方法を具体的に例示する。
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（公安委員会・警察本部⻑を除く）


